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問い合わせ

社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２

保育所・認定こども園の
新規入所（園）募集

区分 利用先

１号認定 満３歳以上で、教育利用をする場合 認定こども園

２号認定 満３歳以上で、保育を必要とする事由に該当する場合 保育所・認定こども園

３号認定 満３歳未満で、保育を必要とする事由に該当する場合 保育所・認定こども園

令和２年４月からの新規入所（園）児童を募集します。

保育所名
認定こども園名

所在地・電話番号 募集区分

公立

東野保育所 東野町 ２・３号認定

竹原こども園（注１） 田ノ浦二丁目

１号・２号・３号認定吉名こども園（注１） 吉名町

たけのここども園（注１） 竹原町

私立

中央こども園 本町二丁目　☎２２-３０００

２号・３号認定
（注２）

明星こども園 忠海中町三丁目　☎２６-２８４５

大乗こども園 福田町　☎２４-１９５０

賀茂川こども園 新庄町　☎２９-０３７１

忠海東部こども園 忠海東町四丁目　☎２６-０２２８

●募集施設

（注１）　竹原保育所は竹原こども園へ、吉名保育所は吉名こども園へ移行します。

　　　　竹原西幼稚園・竹原西保育所・中通保育所を統合し、たけのここども園となります。

　　　　現在の在園児の申込書は、各園で配布します。

（注２）　私立認定こども園の１号認定の申し込みは、各こども園にお問い合わせください。

募集要項配布開始　11 月 12 日（火）

募集要項配布場所　社会福祉課子ども福祉係、支所・出張所、各施設、市ホームページ

申込受付期間　（１号認定）　12 月２日（月）～ 10 日（火）

　　　　　　　（２号・３号認定）12 月２日（月）～ 16 日（月）

利用調整　定員超過の場合、保育所・認定こども園の２号・３号認定は、保育の必要性の程度により利用調

　整をします。公立認定こども園の１号認定は、抽選を行います。対象者には通知します。

抽選日時・場所　12 月 18 日（水）13 時　市民館３階第８会議室

たけはらっこネウボラ（子育て世代包括支援センター）をご利用ください！
　市では、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行うため、たけはらっこネウボ

ラ（子育て世代包括支援センター）を開設しています。センターでは、母子健康手帳交付時に全て

の妊婦とゆったりした雰囲気で話しをしたり、助産師などが電話や訪問をして、安心して出産・子

育てができるように妊娠期からサポートします。

場所　保健センター内

時間　月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）

　　　９時～ 16 時

対象

　妊娠期から子育て期（おおむね就学前）の人や

その家族

問い合わせ　保健センター　☎２２-７１５７

＊ネウボラは、フィンランド語で

　「アドバイスの場所」を意味します。
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　10 月１日から住民税非課税者や子育て世帯向けに「竹原

市プレミアム付商品券」を販売しています。住民税非課税で

購入を希望される人は、申請が必要です。

【申請が必要な人】

　令和元年度住民税非課税者（住民税課税者と生計同一の配

偶者・扶養親族、生活保護被保護者などを除く。）

※平成 31 年１月１日に竹原市に住民登録がある人で、対象

　と思われる人には、８月上旬に申請書を送付しています。

※令和元年度住民税が未申告の人には申請書を送付していま

　せん。収入がない場合や所得が少ない場合でも、申告をし

　ないと「非課税」の扱いになりません。必ず税務課で申告

　してください。

※対象となる人で、申請書が届いていない場合は、お問い合

　わせください。

【申請期限】　11 月 29 日（金）

【商品券が使用できる店舗】

　竹原市内の小売業、飲食業、サービス業などの登録店舗で

使用できます。使用店舗の一覧は、市ホームページに掲載し

ています（10 月 25 日現在　124 店舗）。

問い合わせ　産業振興課商工観光振興係　☎２２-７７４５

防災功労者内閣総理大臣表彰

　９月 20 日に、平成 30 年７月豪雨

災害での貢献が認められ、竹原市消

防団が防災功労者内閣総理大臣表彰

を受け、代表として池田和夫消防団

長が内閣総理大臣から表彰を受けま

した。

おめでとう
ございます

▲今榮市長に報告をする

　池田和夫消防団長

「竹原市プレミアム付商品券」の
申請はお済みですか？

～みなとオアシスたけはらイベント～
　せとぽる『SETOUCHI PORTO』

　蜂蜜をたっぷりかけたハニー

トースト、パスタやカレーなどの

グルメ、柑橘、鮮魚、塩田育ちの

活車海老、SUP 体験など、内容は盛りだくさん。

　ぜひ、お越しいただき、瀬戸内の海の恵みを

味わってください！！

日時　11 月 17 日（日）　10 時～ 16 時

　※悪天候の場合は中止となります。

　※駐車場の混雑が予想されますので、公共交

　　通機関の利用をお勧めします。

場所　たけはら海の駅周辺

問い合わせ

　みなとオアシスたけはら運営協議会事務局

　（港湾管理事務所内）☎２２-０１７３

　せとぽる事務局（まちづくり会社いいね竹原内）

　☎２２-１１２３

統計調査員の仕事をしてみませんか
　あらかじめ登録していただき、各種統計調査を

実施する際に、市から連絡します。他の仕事をし

ながら統計調査員の事務をすることも可能です。

応募資格（次の①～④をすべて満たす人）

　① 20 歳以上 75 歳未満の人

　②警察及び税務に関係する事務に従事していない人

　③選挙運動等に直接関わっていない人

　④その他統計調査の事務に支障がない人

募集期間　随時

内容

　調査票の配布と回収、事務打合せ会への出席など

報酬

　調査内容や受け持ち件数等に応じて、調査終了

後に支払います。

令和２年度実施予定

　国勢調査（８月～ 10 月）

応募・問い合わせ

　所定の申請書（総務課、支所・出張所、地域交

流センターに備え付け、市ホームページに掲載）

により、総務課行政係（☎２２-７７１９）へ。検 索せとぽる

最新情報はフェイスブックで！
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税収等の確保に努めています
問い合わせ

税務課収納係　☎２２-７７３２

滞
納
処
分
強
化
の
取
組

　

市
民
の
み
な
さ
ん
に
負
担
し
て
い

た
だ
く
市
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽

自
動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税
、
介

護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
、
保
育
料
、
上
下
水
道
使
用
料
、

下
水
道
受
益
者
負
担
金
、
市
営
住
宅

使
用
料
な
ど
は
、
市
政
を
運
営
す
る

う
え
で
欠
か
せ
な
い
自
主
財
源
で
す
。

　

市
で
は
経
費
節
減
を
進
め
る
一
方

で
、
こ
れ
ら
の
自
主
財
源
を
確
保
す

る
と
と
も
に
、
税
等
負
担
の
公
平
性

を
確
保
す
る
た
め
、
重
要
な
課
題
と

し
て
滞
納
整
理
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。

　

主
な
取
組
と
し
て
、
納
期
内
に
納

付
い
た
だ
け
な
い
場
合
に
は
、
文
書

で
の
催
告
、
夜
間
や
休
日
の
電
話
催

告
、
各
戸
を
訪
問
し
て
の
催
告
等
を

行
い
、
さ
ら
に
は
給
与
等
財
産
の
差

押
え
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
制
限
も

行
っ
て
い
ま
す
。

▼滞納処分等の実績

処分の内容 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

市税等の滞納者に対する給与
等財産の差押え

56 件 59 件 31 件

水道の給水停止 22 件 22 件 0 件

有効期限短期 ( ３か月・６か
月 )の国保被保険者証の交付

97 件 95 件 79 件

医療費が一時全額自己負担と
なる国保資格証明書の交付

７件 ２件 ７件

有効期限短期 (６か月 )の後期高
齢者医療保険被保険者証の交付

８件 ８件 21 件

口
座
振
替
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

口
座
振
替
制
度
を
利
用
す
る
と
、
納
期
限

の
日
に
指
定
口
座
か
ら
自
動
で
引
き
落
と
さ

れ
る
の
で
、
納
付
の
手
間
も
省
け
る
う
え
、

納
め
忘
れ
も
な
く
安
心
で
す
。

　

一
度
手
続
き
す
る
と
、
翌
年
以
降
も
継
続

さ
れ
る
の
で
大
変
便
利
で
す
。
振
替
希
望
金

融
機
関
に
て
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申込金融機関

広島銀行、もみじ銀行、中国銀行、
呉信用金庫、中国労働金庫、広島
市信用組合、三原農協、ゆうちょ
銀行

必要なもの
通帳
印かん（銀行に届け出ているもの）

取扱われる
税・使用料

市県民税（普通徴収）、固定資産
税、軽自動車税、国民健康保険税

（普通徴収）、介護保険料（普通徴
収）、後期高齢者医療保険料（普
通徴収）、保育料、市営住宅使用料、
上下水道使用料、下水道受益者負
担金

所
得
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　

所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
と
、
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
が
な
い
人
も
「
所
得
が
な
い
」

と
い
う
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

税金に関する
夜間窓口を開設

　市税納税相談のため、夜

間窓口を開設しています。

　事前に連絡をしていただ

ければ、税金に関する相談

を受け付けますので、ご利

用ください。

場所

　税務課収納係

利用時間

　平日の20時まで（要相談）

問い合わせ

　税務課収納係

　☎２２-７７３２

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

を
徹
底
し
ま
す

　

令
和
２
年
度
か
ら
県
内
全
市
町

で
、
特
別
徴
収
を
実
施
し
ま
す
。

●
特
別
徴
収
と
は
？

　

事
業
主
が
毎
月
、
従
業
員
の
給

与
か
ら
個
人
住
民
税
を
天
引
き

し
、
ま
と
め
て
自
治
体
に
納
税
す

る
制
度
で
す
。
令
和
２
年
度
か
ら

県
内
全
市
町
で
、
こ
の
特
別
徴
収

を
徹
底
し
ま
す
。
ご
理
解
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト

【
事
業
主
】

　

個
人
住
民
税
の
税
額
計
算
を
市

が
行
う
の
で
、
通
知
さ
れ
た
税
額

を
納
め
て
い
た
だ
く
だ
け
で
す
。

所
得
税
の
よ
う
に
事
業
主
が
税
額

を
計
算
し
た
り
、
年
末
調
整
を
す

る
手
間
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

【
従
業
員
】

　

普
通
徴
収
の
納
期
が
年
４
回
に

対
し
て
、
特
別
徴
収
は
給
与
か
ら

天
引
き
さ
れ
る
た
め
年
12
回
と
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
従
業
員
は
１

回
当
た
り
の
納
税
額
が
少
な
く
な

り
負
担
が
緩
和
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
市
民
税
係

　

☎
22-

７
７
３
２
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問い合わせ　

健康福祉課障害福祉係　☎２２-７７４３

障害のある人を対象とした
相談窓口のお知らせ

●障害のある人の相談窓口

　市内の相談支援事業所では、必要な情報の提供や専門機関の紹介、福祉サービス申請や利用のためのお手

伝いなどを行っています。

種別（主なもの） 事業所名 電話番号

身体障害分野
竹原地域障害者生活支援センター聖恵

（忠海中町三丁目１６-１）
２３-２４５０

知的障害分野
地域支援センターまいらいふ

（竹原町３５６７-１）
２４-６５５６

精神障害分野
地域生活支援センター 365
（下野町２４０２-１）

２２-７６５５

※社会福祉協議会のふれあい福祉相談センターでは、障害児者相談を行っています。
　日時　毎月第３木曜日　10 時～ 15 時　場所　ふくしの駅

身近な相談員にもお気軽にご相談ください。任期は、平成 30 年度～令和元年度の２年間です。

種別 氏名 住所 電話番号

身体障害者相談員

辻　勝實 東野町 ２９-１８５５

森﨑　哲雄 下野町
２２-２７５１
（FAX 兼）

向井　由美 竹原町
２２-８０７６
（FAX 兼）

坂田　武文 本町三丁目
２２-２６６９
（FAX 兼）

知的障害者相談員 山中　ゆかり 下野町
２２-５３２３
（FAX 兼）

問い合わせ

市民課医療年金係　☎２２-７７３４
国保だより

　誰もが安心して医療を受けられる現在の医療制度

を維持するために「適正受診」にご協力ください。

○適正受診とは

　できるだけ医療機関にかからないようにすること

ではありません。

　体の不調を感じたら、早めに受診して重症化しな

いようにすることが大切です。様子見をしていて重

症化すると、治療にも時間がかかり入院や通院で医

療費が高額になることがあります。

【適正受診のポイント】

●「かかりつけ医」を持ちましょう

　日頃の健康に不安を感じたときや病気になったと

きに、今までの検査データや健康状態を把握してい

る「かかりつけ医」に相談すると早めの対処につな

がります。

●「はしご受診」はやめましょう

　同じ病気で２か所以上の医療機関にかかると、その

たびに初診料が必要となり、医療費も高くなります。

　また、検査や薬の重複によって、体への負担や副

作用の危険性もあるので、セカンドオピニオンなど

の特別な理由がない場合は「はしご受診」はやめま

しょう。

●休日・夜間の受診は控えましょう

　夜間や休日には割増料金がかかり医療費も高くな

ります。また、軽い症状で夜間や休日に救急外来を

受診することで救急外来が混み合い緊急性の高い患

者さんの治療に支障をきたす場合もありますので、

できるだけ「平日の診療時間内」に受診しましょう。

●年に１度は「特定健診」を受けましょう！

　脳卒中や心疾患などを発症すると長期の治療が必

要となり、寝たきりの状態になってしまうこともあ

りますが、これらの生活習慣病は、早期に発見し対

処すれば、回復も早く医療費も安く済みます。

　しかし、「血糖値やコレステロールが少し高い」

程度の初期段階では、自覚症状に乏しく「特定健診」

などで検査をしなければ病気の芽を発見することは

困難です。自覚症状がなくまだまだ元気と自信があ

る人も油断せず「特定健診」を受診しましょう。

　また、治療中の人も治療している病気以外の状態

を知るために「特定健診」を受けましょう。

12 月 ３ 日（ 火 ） ～ ９ 日（ 月 ）
は障害者週間です。

障害のある人もない人も
　安心して暮らせる竹原市に
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自衛官採用試験 問い合わせ　自衛隊広島地方協力本部尾道出張所　☎ 0848-22-6942

採用区分 受験資格 受付期間 試験日

陸上自衛隊
高等工科学校

生徒

推薦

17 歳未満の男子
中卒（見込含）
※令和２年４月１日現在
※学校長の推薦を受けた者

～ 11 月 29 日㈮
　　（締切日必着）

令和２年１月５日㈰
　　　　　　　～６日㈪
※それぞれ指定する１日

一般
17 歳未満の男子
中卒（見込含）
※令和２年４月１日現在

～令和２年
　　１月６日㈪
　　（締切日必着）

１次試験
　令和２年１月 18 日㈯
２次試験
　令和２年１月 31 日㈮～
　　　　　　　２月３日㈪

貸費学生
（技術）

大学の理学部、工学部の３・４年
次または大学院修士課程在学
※専門職大学院を除く
※正規の修業年限を終わる年の４
　月１日現在で 26 歳未満（大学院
　修士課程在学者は 28 歳未満）

～令和２年
　　１月６日㈪
　　（締切日必着）

令和２年１月 25 日㈯

麻しん風しんの
予防接種はお済みですか？

告知放送設備を用いた情報伝達訓練
を実施します

情報伝達手段 放送内容

告知放送設備※
①上り４音チャイム
②「これは、Ｊアラートのテスト
　です。」（３回繰り返し）

※告知放送設備とは、市内 20 箇所に設置している

　屋外スピーカーと、市内公共施設等 42 箇所に設

　置している告知放送端末です。

問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次の

とおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国

瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、

竹原市以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達

訓練が行われます。

訓練実施日時　12 月４日㈬　11 時頃

訓練で行う放送内容

　麻しん風しん混合ワクチンの予防接種を実

施しています。今年度、広島県内で麻しん（は

しか）患者が発生しました。病気から身を守

るためには、確実な予防接種が重要です。

　対象の人でまだ接種していない人は、早め

に予防接種を受けましょう

定期接種の対象者

　１期…１歳から２歳の誕生日の前日まで

　２期…就学前の１年間

　　　　※平成 25 年４月２日～

　　　　　平成 26 年４月１日生まれの人

※令和２年３月末までが無料接種期間です。

問い合わせ

　保健センター　☎２２-７１５７

広島広域都市圏　バスツアー
「瀬戸内の島々を見渡せる

絶景露天風呂と話題の竹原町並み」
日時　12 月８日（日）８時 30 分～ 18 時 30 分

集合・解散の場所　広島駅新幹線口（南区松原町１-２）

内容

　きのえ温泉ホテル清風館での入浴・昼食、みかん

狩り、竹原町並み散策

参加費　一人あたり　8,000円　（交通費・昼食代含む。）

募集人員　先着 40 人（最少催行人員 30 人）

※定員に達し次第募集終了

申し込み・問い合わせ

　広交観光株式会社　☎０８２-２３８-４９３０

　
税を考える週間

11月 11 日㈪～ 17日㈰
テーマ「くらしを支える税」

　国税庁では、国民のみなさんに租税の意義

や役割、税務行政に対する知識と理解を深め

ていただくために、毎年 11 月 11 日から 17

日を「税を考える週間」として、ホームペー

ジ等で様々な情報を提供しています。

※詳しくは「国税庁」で検索（http://www.

　nta.go.jp）

問い合わせ

　竹原税務署　☎２２-０４８５
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対象者 上限月額

生活保護受給者等 15,000 円（個人）

世帯全員が市民税非課税
かつ所得金額＋年金収入額が 80 万円以下の人

15,000 円（個人）
24,600 円（世帯）

世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない人 24,600 円（世帯）

市民税課税世帯

44,400 円（世帯）
※同じ世帯の全ての 65 歳以上の人（サービスを
　利用していない人を含む。）の利用者負担割合が
　１割の世帯に年間上限額（446,400 円）を設定

現役並み所得者 44,400 円（世帯）

高額介護サービス費の申請はお済みですか？

　同じ月に利用した介護保険のサービスの自己負担額が一定額を超えたときは、申請により、超えた部

分が、高額介護サービス費として払い戻されます。該当する人は、申請してください。なお、新たに該

当になった時に、勧奨通知書を送付しています。

　平成 17 年 11 月以降に一度でも申請をした人は、自動的に指定口座に振り込まれますので、再度申請

の必要はありません。

申請に必要なもの

　介護保険証、印かん、振込先の口座番号が確認できるもの、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類

※居住費・食費・日常生活費などは除く。

「介護予防自主グループ」を紹介します！

問い合わせ　健康福祉課介護福祉係　☎２２-７７４３

　「介護予防自主グループ」とは、週に１回、集会所など身近な場所に集まって、介護予防

体操（竹原はつらつ体操）を行うグループのことを指します。

　市内 36 か所のグループのうち、今回は大井の「令寿クラブ」を紹介します。

「令寿クラブ」

設立年月　令和元年９月

開催場所　大井地域交流センター

開催日時　毎週木曜日　13 時 30 分～ 15 時

参加者数　13 人

参加者の年齢層　70 代～ 90 代の男女

　90 代の男性２名も参加しています！

　このグループは令和元年９月に発足。４月から

スタートした介護予防教室（いきいきはつらつ教

室）後に立ち上がりました。参加者の７割は男性

という市内でも珍しいグループです。「令寿クラ

ブ」という名前は，メンバーの東義人さんが命名。

「令和の時代に幾久しく健康で過ごせるように」

という願いを込めてつけられました。たくさんの

人に参加してもらえればと地域交流センターの職

員さんも活動をバックアップ。口コミで少しずつ

参加者が増えています。

　介護予防自主グループに参加したい、新しく

グループを立ち上げたい、と思ったら…？

　健康福祉課介護福祉係（☎２２- ７７４３）

へご連絡ください。


